
 

 

 



 



 



中国四国地区トランポリン競技選手権運営指針（２０２４年版）より抜粋 

審判員派遣 

 ・原則、10 業務／県が行われるよう派遣する。派遣人数の指定はせず、各県で調整する。 

  ＊業務数の考え方 

   ＞男女のカテゴリがある場合は、男子、女子それぞれを１業務とする。 

   ＞男女混合のグループで進行する場合は、2 業務でカウントする。 

・下表の審判割当表を標準とするが、取得審判カテゴリや、経験値等により役割の変更（E1⇔D1 など）

を行っても良い。ただし、業務数の変更がないことを原則とする。 

・規定の業務数を満たすことができない場合は、事前に開催県と協議し、他県に依頼する等の対策をと

ること。 

 

審判員謝金 

 

 

 

 

 

 

 

＊参加県以外の審判員を派遣する場合、原則開催県の負担とするが、中四国全体にかかわる技術 

力向上等の理由によるものは、別途実行委員会で協議し、決定する。 

 

＊H1、H2 審判が必要な場合（HDTS 使用不可等）は、実行委員会で協議し、割当を決定 

＊原則横列での入れ替えを可とする 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


